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	 図2

	

3-15-4	 �車両のゼッケンプレートサイズにより、上記フロントおよびサイドゼッケンの規定寸法が順守できない

場合、明確に読める範囲で最大限の寸法とすること。

3-15-5	 �ゼッケンの書体は、以下を参考とし、遠くからでも読みやすい書体でなければならない。

	 〈書体参考例〉

	

3-15-6	 �正規のナンバーと混同する恐れのあるその他のナンバープレート、またはマーキングは競技会の開始前

にすべて取り外されなくてはならない。

3-15-7	 �当該競技会の車検長または計時長よりゼッケンの数字が識別しにくい事が報告された場合、当該競技会

競技監督より、当該選手へ修正が指示され、これに従わなければならない。

3-15-8	 �全日本IA1クラス、IA2クラス、レディースクラスの前年度ランキング1位～10位の者は、赤地白文字

のゼッケンを装着しなければならない。

3-15-9	 �IA1、IA2クラス前年度ランキング1位～10位の者においては、ゼッケンの書体は自由とする。またバッ

クグラウンドの範囲にデザインを施すことができるが、全体的に赤地のバックグラウンドが明確に認識

できなければならない。ただし、上記3-15-7は有効とする。

3-15-10	 �ナンバープレートの色

	 �ナンバープレートのバックグラウンド（背景）色および数字の色は下記のとおりとする。

クラス 背景色 数字色

IA1（IO）、レディース、ノービス 白 黒

IA2（IO） 黒 白

IBOPEN（IO） 青 白

ナショナル 黄 黒

ジュニアクロス 赤 白

キッズ65 緑 白

チャイルドクロス 白 赤

	 �上記の色についてはそれぞれ下記の通り、RALまたはPANTONEで指定され、基準とする。
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	 �RAL

白：9010　黒：9005　青：5005　赤：3020　黄：1018　緑：6037

	 �PANTONE

黒：PANTONE419C　　青：PANTONE286C　　赤：PANTONE485C

黄：PANTONE3945C　　緑：PANTONE347C

※色見本については付録の「レースナンバー」（PANTONE使用）を参照すること。

	 �その他、ナンバープレートの地色および数字の色について、モーターサイクルのクラスや競技の形式な

どによって変わる場合があり、その場合は大会特別規則によって示される。

3 - 16　�下記のアイテムは取り外さなくてはならない

3-16-1	 �灯火器類

3-16-2	 �バックミラー

3-16-3	 �ナンバープレートと、リアフェンダーと別体式の場合のナンバープレートブラケット

3-16-4	 �センタースタンド／サイドスタンド

3-16-5	 �同乗者用フットレスト／グラブレール

3-16-6	 �その他車検時に安全上取り外しを指示された部品

4 　�燃料、燃料／オイルの混合液／冷却水

4-1	 �すべての車両にはMFJの定める無鉛ガソリンを使用しなくてはならない（AVガス・航空機用燃料の使

用は禁止される）。

4-2	 �競技に使用できるガソリン

	 �競技に使用できるガソリンは下記の項目のすべてに合致していなくてはならない。

4-2-1	 �競技に使用できるガソリンとは一般公道用の市販車に供するために通常のガソリンスタンドにて購入で

きるもの、あるいはMFJ公認サーキットのガソリンスタンドにて購入できるガソリンとする。

4-2-2	 �競技に使用できるガソリンは下記のMFJの定める仕様（無鉛ガソリン）に制限される。

4-2-2-1	 �鉛は含有されていないこと。

4-2-2-2	 �リサーチオクタン価が101.0（RON）以下、モーターオクタン価が88.0（MON）以下であること。

4-2-2-3	 �密度は15℃において0.720g/ml～0.783g/mlであること。

	 �3.0％以下のアルコール（燃料製造中に混入されているものに限る）については認められる。

4-2-3	 �競技に使用できるガソリンには販売時に混入されている以外のいかなるものも添加されてはならない。

ただし一般に販売されているスタンダードの潤滑油については認められる。メタノールは検出されない

こと。

4-2-4	 �水冷エンジンの冷却水は、水もしくは一般市販されている冷却液に限られる。

4-3	 �大会特別規則（全日本モトクロス特別規則等）により、ガソリンの銘柄および供給方法が指定される場合、

それに従わなくてはならない。

4-4	 �公式練習・予選・決勝レースにおいて無作為に抽出されたライダーまたはチームに対して燃料抜きとり

検査が実施される場合がある。指定されたライダーおよびチームは指示に従わなければならない。

5 　�音量規制

5-1	 �すべての車両の音量測定は、「2mMAX方式」で行なう。

5-2	 �エキゾーストパイプとサイレンサーは、音量規制に関する必要条件をすべて満たさなくてはならない。

5-3	 �2mMAX方式

5-3-1	 �2mMAX方式について
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	 �2mMAX法は、フル加速状態の車両から発せられる音響パワーレベル（LwA）と高い相関があり、停止

状態で急速に最大回転数まで運転したときの最大音圧レベルを測定するものである。

5-3-2	 �音量計の準備

5-3-2-1	 �マイクロフォンにウィンドスクリーンを取り付ける。

5-3-2-2	 �A特性（周波数補正回路A）に設定する。

5-3-2-3	 �時間重み特性（時定数）をFASTに設定する。

5-3-2-4	 �騒音計の測定レンジの最大値を130dB/Aとする。

5-3-2-5	 �騒音レベルの最大値L-MAXを表示できるモードに設定。

5-3-3	 �騒音計および車両のセットアップ

5-3-3-1	 �マイクロフォンは、三脚により水平に固定する

5-3-3-2	 �マイクロフォンは、車両の後輪中心からエキゾースト側の斜め45度後方2m、かつ高さは地上から1.35m

のところに設置する。

	

	 測定例

	

5-3-3-3	 �排気出口が２ヶ所以上ある車両の音量計測は、いずれか一方の排気出口の先端で測定される（必要に応
じて両方の先端で測定する）。

5-3-3-4	 �やわらかな土の上で計測することが推奨される（例えば、草の上、細かな砂利の上等）。止むを得ず、ア

スファルト等固い路面上で測定する場合は、その会場における許容誤差が考慮される。

5-3-3-5	 �計測中の車両の周囲5mの音量は90dB/A以下であること。

5-3-3-6	 �車両から10m以内に音を反射する障害物があってはならない。

5-3-4	 �測定方法

5-3-4-1	 �計測は、スタンドを使用せず、原則ニュートラルでエンジンが温まった状態で行なう。

	 �ニュートラルでの計測が実走行での最大回転数と異なる場合は、実走行と同様になるギアポジションで

測定する場合もある。
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5-3-4-2	 �車検員は排気出口の先端とマイクロフォンの間に立ってはならない。
5-3-4-3	 �測定員は耳栓を使用すること（ヘッドセットまたは、耳栓）。

5-3-4-4	 �測定は当該大会の車検担当競技役員が行なう。測定中、競技役員の行為によって発生した故障、損害に

対して競技役員は一切の責任を負わない（第3章 競技会　31 損害に対する責任　31-3参照）。
5-3-4-5	 �エンジンの最大回転数を意図的に下げるという不正をしてはならない。

	 �例：CDI / ECUプログラム切換えスイッチの使用等

※測定時、エンジン回転数が明らかに低い場合、回転計でエンジン最大回転数を測定する場合がある。

※音量測定は走行時と同一のモードで計測されなければならない。

※スイッチ等でモード切替えが可能な車両は、車検長から指示があった場合は、すべてのモードで測定

を受けなければならず、すべてのモードで音量規制値に合致していなければならない。

5-3-4-6	 �アイドリング状態からスロットルを0.2秒～0.5秒の間に全開にし、Revリミット状態を1～2秒保持して

すぐに手を離す。

5-3-4-7	 �スロットル急開でスムーズに回転が上昇しない場合には、回転をアイドルからやや上げてから急開する。

5-3-5	 �判定方法

5-3-5-1	 �測定は、1車両1モードに対して3回までとし、測定値が1回でも規制値をクリアできれば合格とする（1

回目でクリアされた場合は1回の測定のみ）。

	 �アフターバーンが発生しても測定回数3回までの中でカウントする。

5-3-5-2	 �3回とも規制値をクリアできなかった場合は、当該サイレンサーの使用は認められない。

5-3-6	 �音量規制値

5-3-6-1	 �すべての公認競技会で開催されるクラスの音量規制値は最大で114dB/Aとする（2mMAX方式）。

予告
	 予告事項：2026年から音量規定値は、最大111dB/Aに改定される。
	 適用時期は、�2026年から、全日本モトクロス選手権　IA1・IA2クラスに適用される。�

2027年から、全日本モトクロス選手権　IBOPEN・レディースクラスに適用される。�
2028年から、地方選手権のすべてのクラスで適用される。

5-3-6-2	 �測定値の小数点以下切捨ては行なわない。

5-3-6-3	 �レース後の最終検査においては、＋1dB/Aの許容誤差が認められる。

5-3-6-4	 �音量測定時の外気温による許容誤差は考慮されない。

6 　�テレメトリー

6-1	 �動いているモーターサイクルへ情報を伝える、または動いているモーターサイクルから情報を得ること

は禁止される。ただし、自動ラップ計測デバイスとは別に、独自のラップ計測デバイスを車両に搭載す

ることは認められる。

6-2	 �マシンには、公式シグナリング・デバイスの搭載が必要とされる可能性もある。

6-3	 �自動ラップ計時デバイスは“テレメトリー”とは見なされない。

6-4	 �自動ラップ計時デバイスは、公式計時方式、および装備を妨げてはならない。
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7 　�車両重量

7-1	 �各クラスの最低車両重量は半乾燥重量で下記のとおりとする。

クラス エンジン排気量 最低車両重量（半乾燥）
65cc   65cc　まで 2st 53kg

85cc
  65cc　を超え　  85ccまで 2st 63kg
100cc　を超え　150ccまで 4st 71kg

85cc（Large Wheels）
  65cc　を超え　  85ccまで 2st 65kg
100cc　を超え　150ccまで 4st 73kg

1
175cc　を超え　250ccまで 2st 98kg
290cc　を超え　450ccまで 4st 99kg

2
100cc　を超え　125ccまで 2st 88kg
175cc　を超え　250ccまで 4st 95kg

7-2	 �半乾燥重量とは走行可能な状態から燃料を抜いた値とする。

7-3	 �ダミーウエイトによる車重の調整は認められない。

7-4	 �レース後の計測においては1％の許容誤差が許可される。

7-5	 �MFJ公認車両　KX112（22、23、24、25）について、本車両重量規定の適用外とする。

8 　�電動車両（EPV）

　電動車両は、事前にMFJに「特別登録車両」として申請を必要とする。特別登録車両の仕様および参加クラスが審議

され、参加が許可される。

9 　�本規則の施行

　規則は2025年1月1日より施行する。
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0 　�序文

　全日本IB	OPEN、全日本レディースクラス、地方選ナショナル（NA）、地方選ジュニアクロスは、付則17	モトクロ

ス基本仕様に加えて「付則18国内モトクロスの仕様」も適用される。当該クラスは、参加者のコストを抑制、安全性の

保持、さらに公平性を維持しながらハイレベルなレースを目指しすべての参加者が充足感を得られるレースとすること

を基本理念とする。

※国際A級、地方選インターナショナルオープン、地方選ノービス（NB）、2st125クラス等の公認車両適用外のクラス

は付則18国内モトクロスの仕様は適用されない。

※承認格式クラスの規則は主催者により、適用される場合がある。

1 　�クラス区分

格式 クラス 車両規則
ライセンス 排気量 最多

気筒数
最多変速
段数MXIA MXIB MXNA MXNB MXJ PC 他 2ストローク 4ストローク

［公認］
全日本

IBOPEN
MFJ公認車両

（基本仕様+国内仕様）
× 〇 × × × × -

100ccを超え125ccまで
175ccを超え250ccまで

175ccを超え250ccまで
290ccを超え450ccまで

1 6

レディース
MFJ公認車両

（基本仕様+国内仕様）
〇 〇 〇 〇 〇 × 65ccを超え85ccまで 85ccを超え150ccまで 1 6

［公認］
地方選

ナショナル
（NA）

MFJ公認車両
（基本仕様+国内仕様）

× × 〇 × × × -
100ccを超え125ccまで
175ccを超え250ccまで

175ccを超え250ccまで
290ccを超え450ccまで

1 6

ジュニアクロス
（JX）

MFJ公認車両
（基本仕様+国内仕様）

× × × × ○ × - 65ccを超え85ccまで 85ccを超え150ccまで 1 6

2 　�出場車両

2-1	 	この規則は、全日本国際B級、全日本レディースクラス、地方選ナショナル（NA）、地方選ジュニアク

ロスに適用される。

2-1-1	 	※承認格式クラスの規則は主催者により、適用される場合がある。

2-1-2	 	車両はスポーツ専用市販車または一般市販車としMFJが公認したもの。

2-2	 	車両規則

	 	車両は国内競技規則および付則17	モトクロス基本仕様、付則18	国内モトクロスの仕様に示されている

すべての条件に適合していること。

3 　�互換性

3-1	 	フレーム打刻型式とエンジン打刻型式のいずれも同一モデル内で、一切の追加工なしで単品、またはア

ッセンブリーで組み付け可能な部品については相互に互換が許可される。

3-2	 	下記の部品は同一メーカーかつ公認車両同士で相互に互換性があれば流用することが許可される。

3-2-1	 	ミッションアッセンブリーまたは単品

3-2-2	 	フロントフォークアッセンブリーまたは単品でボルト・オンで取り付けられるもの

 2025 2025MFJ国内競技規則MFJ国内競技規則
M O T O R C Y C L E S P O R T S  R U L E SM O T O R C Y C L E S P O R T S  R U L E S

付則18　国内モトクロスの仕様付則18　国内モトクロスの仕様
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3-2-3	 �リアサスペンションユニットおよび、リアサスペンションリンケージ部品でボルト・オンで取り付けら

れるもの

3-2-4	 �リアフォーク（スイングアーム・リアアーム）アッセンブリーまたは単品

3-2-5	 �キャブレター

3-2-6	 �スロットルボディ

3-2-7	 �インジェクター

3-2-8	 �燃料ポンプおよびプレッシャーレギュレーター

3-2-9	 �シリンダーコンプリート

3-2-10	 �シリンダーヘッドコンプリート

3-2-11	 �ピストンおよびピストンリング

3-2-12	 �ボルトオンタイプのサブフレーム

4 　�燃料

　付則17 モトクロス基本仕様　 4  燃料、燃料／オイルの混合液／冷却水による。

5 　�マシン仕様

　以下に明記されていないすべての部品は、MFJが公認した車両に取り付けられた部品からの「変更（オリジナルのパ

ーツまたは仕様を、他のパーツ・仕様に置き換える行為）」、「改造（オリジナルのパーツに対して切削、追加、研磨を行

う行為）」は認められない。

　部品が破損した場合の修理、ならびに当該車両メーカーの販売する公認車両と同一部品との交換は認められる。

　また、互換性が認められる部品は、 3  互換性の条項に従って変更することが許可される。

5 - 1　�下記部品は改造、変更が許可される

5-1-1	 �ホイール／タイヤ／スプロケット／ドライブチェーン

5-1-1-1	 �ホイール（リム、カラー、スポーク、ハブ含む）

	 �ホイールの本体構造は公認車両と同一でなければならない。

5-1-1-2	 �タイヤ

5-1-1-3	 �スプロケット

	 �ドライブ（エンジン）スプロケットおよびドリブン（リア）スプロケットの変更は許可される。ただし、

取付構造は公認車両と同一でなければならない。

	 �使用できる材質は、鉄またはアルミ合金製のものに限定される。

5-1-1-4	 �ドライブチェーン

	 �ドライブチェーンの変更は許可される。ただし、サイズおよび材質は、公認車両に装備されたものと同

一でなければならない。

5-1-1-5	 �その他詳細については付則17 モトクロス基本仕様　3-13 ホイール、付則17 モトクロス基本仕様　3-14 
モトクロスタイヤを参照。

5-1-2	 �ブレーキ

5-1-2-1	 �ブレーキディスク

	 �ブレーキディスクの変更は許可される（公認車両に装備されたものとの形状変更、大きさの変更も可能）。

ただし、ディスクの取り付け位置および材質は公認車両と同一でなければならない。

5-1-2-2	 �油圧ブレーキライン

5-1-2-3	 �ブレーキパッド

5-1-2-4	 �ブレーキディスクカバー
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5-1-2-5	 �ブレーキキャリパー

	 �ブレーキキャリパー本体の改造および変更は認めらない。

	 �ピンスライドタイプのキャリパーブラケットに限り変更が許可される。

	 �ただし、ブラケットの取り付け位置および材質は公認車両と同一でなければならない。

5-1-2-6	 �その他詳細については付則17 モトクロス基本仕様　3-10 ブレーキによる。
5-1-3	 �ハンドルバー／ハンドコントロール／レバー類

5-1-3-1	 �ハンドルバー

	 �ハンドルバーとハンドコントロール（レバー・スイッチ含む）の改造・変更は許可される。ただし、エ

ンジンキルスイッチはハンドルグリップを握った位置で、指の届く所に設置しなければならない。

5-1-3-2	 �ハンドルグリップ

5-1-3-3	 �ケーブル（クラッチ、スロットル）

5-1-3-4	 �ブレーキレバー、クラッチブラケット、クラッチレバー

5-1-3-5	 �その他詳細については付則17 モトクロス基本仕様　3-6 ハンドルバー・付則17 モトクロス基本仕様　
3-7 コントロールレバー・付則17 モトクロス基本仕様　3-8 スロットルコントロールによる。

5-1-4	 �シート

5-1-4-1	 �シートの改造および変更が許可される。ただし、公認車両に改造なしで取り付けられること。

5-1-5	 �フロント・リアマッドガード（フェンダー）／サイドカバー（ゼッケンプレートを含む）／ラジエターシュ

ラウド

5-1-5-1	 �フロント・リアマッドガード（フェンダー）／サイドカバー（ゼッケンプレートを含む）／ラジエターシュ

ラウドの変更は許可される。ただし、基本的外観形状は公認車両に装備されたものと同形状でなければ

ならない。材質の変更は許可されるが、カーボンファイバーは使用できない。

5-1-5-2	 �その他詳細については付則17 モトクロス基本仕様　3-11 マッドガードおよびホイールプロテクション
による。

5-1-6	 �エキゾーストシステム

5-1-6-1	 �エキゾーストパイプおよびサイレンサーの変更は許可される（材質、配置の変更も可能）。ただし、各ク

ラスの音量規制に関する必要条件をすべて満たさなければならない。

5-1-6-2	 �その他詳細については付則17 モトクロス基本仕様　3-4 エキゾーストパイプによる。
5-1-7	 �スプロケットカバー

5-1-7-1	 �公認車両に装着されたスプロケットカバーと同等の機能（強度、保護範囲）を有するものが必ず装着さ

れていなければならない。材質は指定されない。

5-1-8	 �ボルト、ナット類

5-1-8-1	 �ボルト、ナット、ワッシャーの変更は許可される。ただし、材質は公認車両と同一でなければならない。

5-1-9	 �フットレスト、ブレーキペダル、チェンジペダル

5-1-9-1	 �フットレスト（ブラケット含む）・ブレーキペダル・チェンジペダルの改造、変更は許可される。ただし、

フットブラケットの取り付け位置は、公認車両と同一でなければならない。

5-1-9-2	 �フットレストブラケット取付強度を増すために行なう、公認車両のブラケット取付部への溶接による補

強は認められる。

5-1-9-3	 �その他詳細については付則17モ トクロス基本仕様　3-9 フットレストによる。
5-1-10	 �スパークプラグ

5-1-10-1	 �スパークプラグおよびプラグキャップ、ハイテンションコードの変更は許可される。

5-1-11	 �オイル、フルード類

5-1-11-1	 �エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキフルード、サスペンションオイル、グリス類はどのよう

なものでも使用できる。

5-1-12	 �ガスケット類

5-1-12-1	 �ガスケットの変更は許可される（材質の変更も可能）。

5-1-12-2	 �シリンダーヘッドガスケットおよびシリンダーベースガスケットの厚さ変更による、圧縮比の変更は許
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可される。

5-1-13	 �塗装およびデカール

5-1-13-1	 �車体およびエンジンの色は自由とするが、ナンバープレート部は、付則17 モトクロス基本仕様　3-15 
ナンバープレートを守らなければならない。

5-1-14	 �チェーンガイド

5-1-14-1	 �チェーンガイドの改造、変更、追加は許可される。

5-1-15	 �フロントフォークおよびフロントフォークブラケット

5-1-15-1	 �フロントフォークのアウターチューブ、インナーチューブは公認車両の状態に維持されなくてはならない。

5-1-15-2	 �フロントフォークの内部パーツおよびフォークキャップは改造または変更することができる。

5-1-15-3	 �フロントフォークブラケット（アッパーブラケットおよびアンダーブラケットアッセンブリー）は、ハ

ンドルバーの変更時を含め改造、変更が許可される。

5-1-15-4	 �フロントフォークインナーチューブへのコーティング加工およびアウターチューブへのアルマイト処理

が許可される。

5-1-16	 �リアサスペンション

5-1-16-1	 �リアサスペンションユニットの内部パーツ、スプリングの変更または改造とカラーの追加をすることが

できる。フレームとリアフォークへの取り付けは車両公認時の状態に維持されなくてはならない。

5-1-16-2	 �リアサスペンションリンケージは、公認車両の状態に維持されなくてはならない。

5-1-16-3	 �リアサスペンションダンパーロッドへのコーティング加工およびリアサスペンション外套へのアルマイ

ト処理が許可される。

5-1-17	 �ホールショットデバイス

5-1-17-1	 �ホールショットデバイスが装備されていない公認車両に、ホールショットデバイスを追加（フロントお

よびリア）することが許可される。ただし、ホールショットデバイスの追加に伴う、サスペンションお

よびリンク機構等の改造、変更は認められない。

5-1-17-2	 �フロントフォークカバーの改造、変更が許可される。ただし、公認車両と同じ位置に取り付けられなけ

ればならない。

5-1-18	 �フューエルコック

5-1-18-1	 �フューエルコックの変更が許可される。ただし、公認車両に装備された燃料タンクに改造なしで取り付

けられなければならない。

5-1-19	 �フューエルホースおよびコネクター

5-1-19-1	 �フェーエルホースおよびコネクター（クイックタイプ含む）の変更が許可される。

5-1-20	 �フューエルベントライン

5-1-20-1	 �フューエルベントラインの改造および変更が許可される。

5-1-21	 �エレメントおよびフィルター

5-1-21-1	 �エアフィルターエレメント、オイルエレメント、フューエルフィルターの変更が許可される。

5-1-21-2	 �後付けのフューエルエレメントの追加が許可される。

5-1-22	 �樹脂製のジェネレーターカバー

5-1-22-1	 �ジェネレーターカバーの追加および変更が許可される。

5-1-23	 �キックレバー

5-1-23-1	 �キックレバーは改造または変更が許可される。ただし、公認車両と同じ位置および方法でキックシャフ

トに取り付けられなければならない。

5-1-24	 �クラッチ

5-1-24-1	 �BTL（バックトルクリミッター）の装備されていない車両へのBTLの追加およびBTL装備車両への

BTL機構なしクラッチの装備への変更が許可される。

5-1-24-2	 �自動遠心式クラッチへの変更も併せて認められる。 

5-1-24-3	 �5-1-24-2のクラッチ機構変更を含め、下記クラッチ関係部品の改造および変更が許可される。

5-1-24-3-1	 �クラッチハウジング（アウター）
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5-1-24-3-2	 �クラッチセンター（インナー）

5-1-24-3-3	 �フリクションプレート

5-1-24-3-4	 �フリクション（クラッチ）ディスク

5-1-24-3-5	 �クラッチスプリング（ワッシャー含む）

5-1-24-3-6	 �プライマリードライブ／ドリブンギア（ただし、ギアレシオは公認車両と同等でなければならない）

5-1-24-3-7	 �プレッシャープレート

5-1-24-3-8	 �クラッチカバー

	 �クラッチカバーは一体式から分割式に変更することは認められる。ただしウォーターポンプカバーの材
質変更は禁止とする。

	

クラッチカバー

ウォーターポンプカバー

5-1-24-3-9	 �クラッチ作動方式は油圧式→ケーブル式、またはケーブル式→油圧式への変更が許可される。ただし、

クランクケースの改造なしで、ボルト・オンの部品変更で可能なものに限る。

5-1-25	 �ワイヤーハーネスおよびスイッチ類

5-1-25-1	 �ワイヤーハーネスおよびスイッチ類の改造、変更および追加が許可される。

5 - 2　�下記部品は一部において改造、変更が許可される

5-2-1	 �フレーム・サブフレーム

5-2-1-1	 �フレーム交換の場合は、公認車両と同一部品に限定される。フレームには製造メーカーの車両識別番号（シ

ャーシ・ナンバー）が刻印されていなければならない。

	 �ただし、止むを得ず車両識別番号を失った場合は、付則15 モトクロス競技規則　16 車両検査　16-2に
記載された条件を満たせば使用が許可される。

5-2-1-2	 �サイドスタンドブラケットの削除は許可される。

5-2-1-3	 �エンジンガードプレートを追加するためのフレームへの改造は許可される。

5-2-1-4	 �フレームへのガゼット追加は、修理を目的とする場合のみ許可される。

5-2-1-5	 �ボルトオンタイプのサブフレームは、同一車両メーカーで、かつ公認車両同士であれば相互流用するこ

とが許可される。

5-2-1-6	 �フレーム、サブフレームへの塗装・デカールは許可される。ただし、研磨は禁止。

5-2-2	 �エアボックス〈※国際B級は付則18-1 全日本国際B級の仕様参照〉

5-2-2-1	 �雨天時の防水防泥対策は許可される。

5-2-3	 �キャブレター

5-2-3-1	 �キャブレターの型式および口径は公認時の状態でなければならない。

5-2-3-2	 �キャブレターのセッティングは、取り外し可能なセッティングパーツ（ジェット、ニードル、スロット

ルバルブ、バルブスプリング等）により、使用状況に適したセッティングに変更することが許可される。

5-2-4	 �フューエルインジェクション

5-2-4-1	 �公認車両のスロットルボディ、インジェクター、燃料ポンプおよびプレッシャーレギュレーターは公認

時の状態でなければならない。
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5-2-4-2	 �ECU（エンジン・コントロール・ユニット）は、内部のプログラムおよびデータを含めたユニットの変

更・交換が許可される。

5-2-4-3	 �サブコンピューターの追加が認められる。

5-2-5	 �シリンダーヘッド〈※国際B級は付則18-1 全日本国際B級の仕様参照〉

5-2-5-1	 �シリンダーヘッドに材質を追加したり機械加工で取り除いたり、改造することは禁止。

	 �ただし、各ポートまたは燃焼室のカーボン除去程度のポリッシングは許可される。

5-2-6	 �シリンダー〈※国際B級は付則18-1 全日本国際B級の仕様参照〉

5-2-6-1	 �各ポートのバリ取りやカーボン除去程度のポリッシング（過度な表面磨きによる寸法の変更は認められ

ない）は許可される。

5-2-6-2	 �2ストローク車のリードバルブアッセンブリーは変更することが許可される。

5-2-6-3	 �シリンダーヘッドとの合わせ面（上面）の歪み是正のための表面仕上げは許可される（歪みの目安は

0.05mmを限度とする）。

5-2-7	 �ガードプレート

5-2-7-1	 �クランクケース／ギアボックス／クラッチカバー／ジェネレーターカバーを保護する目的で追加として

ガードプレートを取り付けることは許可される。

5-2-7-2	 �ガードプレートを追加するためのフレームへの改造は許可される。

5-2-7-3	 �チタン材質は認められない。

5-2-8	 �ローター（マグネト）

5-2-8-1	 �ローター（マグネト）によるイナーシャーの変更は許可される。

5-2-9	 �ラジエターおよびウォーターホース

5-2-9-1	 �ラジエターの改造・変更が許可される。ただし、公認車両の取り付け位置を変更または改造せずにボル

ト・オンで取り付けられる（ステーの追加・変更は許可される）構造であること。

5-2-9-2	 �ウォーターホースの変更が許可される。

	 �ただし、ホースは耐熱性であること。ホースの取り付け（締め付け）方法は公認車両と同じでなければ

ならない。

6 　�各部の仕上げ調整

　各部の仕上げ調整とは、公認車両時の基本仕様を変更することなく各製造メーカーがマニュアルで指示している仕上

げ調整をいう。

7 　�追加の装備

　下記装置は基本的に使用することが禁止される。

8-1	 �テレメトリーは、付則17 モトクロス基本仕様　 6  テレメトリーによる。
8-2	 �その他データ収集装置

9 　�本規則の施行

　本規則は2025年1月1日より施行する。
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1 　�マシン仕様

1-1	 	エアボックス

	 	エアボックスは変更、改造しても良い、エアボックスの材質は自由とする。

1-2	 	シリンダーヘッド

	 	シリンダーヘッドは公認車両の状態のものとし、下記改造が許可される。

1-2-1	 	シリンダーヘッドの各ポートおよび燃焼室に関しては通常のチューニングして施されるポーティングま

たはポリッシングは許可される。

1-2-2	 	シリンダーヘッドガスケット面の表面加工は許可される。

1-2-3	 	圧縮比は変更しても良い（ただし、2ストローク車の一次圧縮比は変更できない）。

1-3	 	シリンダー

	 	シリンダーは公認車両の状態のものとし、下記改造が許可される。

1-3-1	 	2ストローク車両における通常のチューニングとして施される各ポートのポーティングまたはポリッシ

ングは許可される。

	 	また、ポーティングによるポートタイミングの変更も許可される。

1-3-2	 	シリンダーベース面の表面加工は許可される。

	 	その他の仕様はすべて付則18　国内モトクロス仕様に準ずる。

2 　�本規則の施行

　本規則は2025年1月1日より施行する。

 2025 2025MFJ国内競技規則MFJ国内競技規則
M O T O R C Y C L E S P O R T S  R U L E SM O T O R C Y C L E S P O R T S  R U L E S

付則18-1　全日本国際B級の仕様付則18-1　全日本国際B級の仕様
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1 　�基本理念

　モーターサイクルスポーツの入門クラスとして参加者のコスト抑制・安全性の保持とともに公平性を維持し、勝敗を

主とせず誰もが楽しめ充足感を得られるクラスとすることを基本理念とする。

2 　�クラス区分

クラス エンジン排気量 最多気筒数

50 ～50㏄ 1

3 　�装備

3-1	 	ヘルメット　第3章	競技会　16	ライダーの装備（MFJ公認ヘルメットおよびレーシングスーツ）を参
照のこと

3-1-1	 	ヘルメットはMFJがモトクロス用として公認したものでなければならない。

3-1-2	 	MFJの公認ヘルメットには、MFJ公認マークが貼付されている。

	 ※MFJ公認マーク〈2022規格〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公認 

公認 

公認 

推奨			ヘルメットは、使用頻度や保存状態で経年変化に差があるが、使用開始後10年を経過した製品は

使用しないことを推奨する。

予告事項：旧規格「使用期限　2026年12月31日」のヘルメットは2027年から使用できなくなります。
※公認マーク規格および使用期限については、巻末ページを確認ください。

3-1-3	 	競技会の車両検査時にヘルメットの検査が行なわれ、検査に合格しなかったヘルメットは、MFJの公認

したヘルメットであっても当該ライダーの安全上、その使用が禁止される。

	 	〈使用が認められない例〉

1）帽体本体の樹脂部分に至る損傷（ひび割れ）があるもの

2）帽体本体の樹脂部分を削るようなスライド痕があるもの

3）帽体本体の発泡スチロールの緩衝材に損傷（ひび割れ・窪み等）のあるもの

4）アゴ紐取り付け部、Dリング取り付け部、紐自体の劣化等ヘルメットの固定に支障のあるもの

5）シールドのある場合、シールド固定部の損傷、シールド自体にひび割れのあるもの

3-2	 	ヘルメットおよび装備品へのウェアラブルカメラ等の装着は禁止する。

3-3	 	ゴーグル

	 	ガラスを用いたゴーグルの使用は一切禁止される。枠は柔軟な素材を使用したもので、転倒による衝撃

を受けた場合でも危険でないものでなくてはならない。

3-4	 	ライダーの服装

 2025 2025MFJ国内競技規則MFJ国内競技規則
M O T O R C Y C L E S P O R T S  R U L E SM O T O R C Y C L E S P O R T S  R U L E S

付則18-2　50㏄クラスの仕様について付則18-2　50㏄クラスの仕様について



［付則18-2］-2

2025年度　MFJ国内競技規則　付則18-2　50㏄クラスの仕様について 12月25日版

3-4-1	 �服装は、レース中ライダーの身体の安全を確保し、車両の操縦を防げるものであってはならない。

3-4-2	 �自由な動作を妨げない長袖のジャージと長ズボンを着用しなくてはならない。

3-4-3	 �適切な素材製のグローブと、ヒザ下までを保護する皮革または皮革と同等の強度を持った樹脂等で形成

されたブーツの着用が義務付けられる。

3-4-4	 �バックプロテクター・チェストガード（ブレストガード）・ニーブレース等のプロテクター類を装着する

ことが強く推奨される。

3-4-5	 �下記の保護部位は、ウェアに皮革製のパッドが装備されているか、または衝撃緩衝効果のある素材（発

泡ウレタン等）で覆うことが強く推奨される。ウェアにパッドが装備されていない場合は、外側が硬質

の素材で内側は衝撃緩衝効果のある素材でできた別体式のプロテクターを下記部位に装備することが強

く推奨される。

	 �＜保護部位：肩、ヒジ、腰部およびヒザ＞

3-4-6	 �マウスガード（マウスピース）

	 �口の怪我防止のために、カスタムメイドのマウスガードが装着を推奨される。

	 �マウスガードの色は、口の中の出血が見分けやすいように赤色以外の明るい色が望ましい。

	 �常時噛み合わせをしていないと固定されないタイプのものは、誤飲防止の為、使用を禁止する。

4 　�下記以外の改造、変更は認められない

　以下に明記されていないすべての部品は、メーカー製造状態で取り付けられている同一部品からの「変更（オリジナ

ルパーツまたは仕様を、他のパーツ・仕様に置き換える行為）」、「改造（オリジナルパーツに対して切削、追加、研磨を

行なう行為）」は認められない。

※ただし、部品が破損した場合の修理、ならびにメーカー製造状態で取り付けられている同一部品との交換は認められる。

4-1	 �タイヤ（フロント／リア）

4-1-1	 �ただし、タイヤサイズは公認車両のホイールに装着できるものでなければならない。

	 �タイヤサイズならびに使用ブランド（タイヤメーカー）は自由とするが、当該車両のメーカー製造状態

で取り付けられているホイールを改造、変更せずに装着できるものであること。

4-2	 �スパークプラグ

4-2-1	 �スパークプラグは変更できる。

4-3	 �プラグキャップ

4-3-1	 �プラグキャップおよびハイテンションコードは変更できる。

4-4	 �ハンドルグリップ

4-4-1	 �ハンドルグリップは変更できる。

4-4-2	 �ハンドルグリップ以外のハンドル部品の公認車両からの変更、改造は一切認められない。

	 �ただし、ハンドルバー単体で交換ができる構造の車両に限定し、ハンドルバー、スロットルスリーブ、

スロットルワイヤーを交換できる。

4-4-3	 �ハンドルバーのクロスバー上に保護パッドを取り付けなければならない。クロスバーのないハンドルバ

ーの場合は、ハンドルバーの中央にハンドルクランプを広くカバーするパッドを取り付けなければなら

ない。

4-5	 �シート

4-5-1	 �シートは変更できる。ただし、公認車両に改造なしで取り付けできること。

4-6	 �塗装、デカール

4-6-1	 �塗装、デカールは変更できる。

4-7	 �エンジン／ミッションオイル、サスペンションオイル、ブレーキフルード、グリス類

4-7-1	 �エンジン／ミッションオイル、サスペンションオイル、ブレーキフルード、グリス類は変更できる。

4-8	 �キルスイッチ

4-8-1	 �キルスイッチは変更できる。
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4-9	 �ステップ

4-9-1	 �ステップは変更できる。ただし、一切の追加・加工は認められない。

4-10	 �キャブレター

4-10-1	 �メインジェットはメーカーが出荷する純正部品に限り交換できる。外部から調整できるスクリュー類の

調整もできる。ただし、メインジェット以外のジェット類の交換は禁止。

4-11	 �スプリング

4-11-1	 �スプリングおよびカラーは変更できる。ただし、公認車両のサスペンションに改造なしで取り付けがで

きること。

4-12	 �バンプラバー

4-12-1	 �バンプラバーは変更できる。ただし、公認車両のサスペンションに改造なしで取り付けができること。

4-13	 �ラジエターシュラウド、フロント・リアマッドガード（フェンダー）、ゼッケン（フロント・両サイド）、

サイドカバー

4-13-1	 �ラジエターシュラウド、フロント・リアマッドガード（フェンダー）、ゼッケン（フロント・両サイド）、

サイドカバーは交換できる。ただし、公認車両に装備されたものと同じ材質でなければならない。

4-14	 �チェンジペダル、ブレーキペダル

4-14-1	 �チェンジペダル、ブレーキペダルは変更または改造ができる。ただし、材質は公認車両と同じかまたは

鉄でなければならない。

4-15	 �ホイール

	 �フロントおよびリアホイールは、スポークとニップルに限り変更できる。ただし、リムおよびハブは公

認車両のものを改造なしで使用しなければならない。スポークとニップルを変更する場合、スポークお

よびニップルの取り付け方法と材質は公認車両と同じでなければならない。

4-16	 �ブレーキレバー、クラッチレバー

4-16-1	 �ブレーキレバー、クラッチレバーは変更できる。ただし、材質は公認車両と同じかまたはアルミニウム

に限定される。

4-17	 �ドライブチェーン

4-17-1	 �ドライブチェーンは変更できる。ただし、チェーンサイズと材質は公認車両と同じでなければならない。

4-18	 �ドリブン（リア）スプロケット

4-18-1	 �ドリブン（リア）スプロケットは変更できる。ただし、ドリブン（リア）スプロケットの材質は、鉄ま

たはアルミニウムに限定され、公認車両のホイールに改造なしで取り付けられること。

4-19	 �アンダーガード

4-19-1	 �市販車の状態からフレームおよびエンジンを改造なしに、ボルトオンで取り付けができる場合に限り、

アンダーガードの取り付け（追加）が認められる。

4-19-2	 �アンダーガードを取り付ける（追加する）場合は、金属製のボルトナットまたはビス等で確実に固定さ

れていること。タイラップまたはバンド等による取り付けは許可されない。

	 �アンダーガードを取り付けるために、市販車で使用されているボルトナットを流用する場合は、ボルト

およびカラーの長さ変更とステーの追加も認められるが、ボルトおよびカラーの形状と材質は市販車と

同じでなければならない。

5 　�注意事項（よくある質問）

5-1	 �メーカー製造状態で取り付けられている場合を除き、ビードストッパーを使用する為の改造は禁止。

5-2	 �サイドスタンドは、取り外すことができる。

※サイドスタンドを取り外さない場合、走行中にぶつからないようにしっかりと固定しなければならない。

5-3	 �ハンドプロテクターが使用される場合には、非粉砕材質の樹脂製でなければならない。

5-3-1	 �ハンドルバー先端に固定される形状のものは使用できない。

5-3-2	 �金属製材質のもの（樹脂製ガードの内側に金属製材質の支柱で全面が囲われている形状のものを含む）
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は使用できない。

	 ＜使用できない例＞

	

	 �バーエンドに固定される形状

	

	 金属製材質の支柱で囲われている形状

	 ＜使用可能例＞

	 バーエンドに固定されず、非粉砕樹脂であり、金属製材質等でハンドルが囲われていない形状

	

5-4	 �マフラーやサイレンサーの変更・改造は禁止。

※メーカー製造状態からの溶接（加工）のあるものは、一切認めらない。

5-5	 �キャブレターの型式および口径の変更・改造は禁止。

5-6	 �ドライブ（フロント）スプロケットの変更・改造は禁止。

5-7	 �メーカー製造状態からの排気量アップ（ボアおよびストロークアップ）は禁止。

5-8	 �車両に関する抗議があった場合は、当該ライダーのピットクルーが車検場にて分解を行ない車検にて検

査される（分解の範囲はキャブレターのみとする）。

※規則に違反した場合、ライダーだけでなく、保護者に対し罰則が科せられることがある。

6 　�本規則の施行

　本規則は2025年1月1日より施行する。
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1．参加資格

小学校6年生以下（2012年4月2日以降に生まれた人）でMXPCライセンスまたはMXジュニアライセンス所持者を

対象とする。※大会開催日時点で中学校1年生以上の者は参加することができないので注意すること。

2．出場車両

付則18-2	50ccクラスの仕様についてに準じた、排気量50cc以下のモトクロス車両に限定する。

「KTM	SX-E	5」「Husgvarna	EE	5」「GASGAS	MC-E	5」についてはＢクラスの扱いとする。

3．開催日程

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州のMX地方選手権シリーズの承認併催クラスとして開催される。

全日本選手権シリーズに併催されるチャイルドクロスは、当該地区地方選手権シリーズ承認併催クラスの中の1戦と

して開催される。

※全日本選手権クラスのスケジュールにより、承認クラスは開催されないことがある。

4．エントリー方法

出場希望者は、各大会の大会特別規則に則り、各大会のエントリー期間内に必要事項をすべて記入し、主催者の指定

するエントリー先へ直接申込むこと。

エントリー用紙：

全日本併催大会用…エントリーはすべてwebエントリーです。

地方選手権併催用…各地区大会特別規則参照

エントリー料金：

全日本併催大会……下記参照

地方選手権併催……各地区大会特別規則参照

チャイルドクロス

1大会　出場料（本体＋消費税10％）：6,500円（5,909円＋591円）

5．競技内容

①原則として、選手受付～車検～公式練習～決勝まですべてを日曜日に行なう（原則予選はない）。

②Aクラス（国内メーカー）とBクラス（外国メーカー・上記の電動車）の混走とし、最低成立台数は合計2台以上

とする。

※詳細は「9．レース成立とポイント付与の条件について」を参照すること。

③決勝レース時間：

全日本併催大会…8分＋1周

地方選手権併催…各地区大会特別規則参照

④スタート方式は、原則として、スターティングマシンを使用しない（一列に整列し日章旗で合図する）方式で行なう。

●エンジンをかけた状態でラインに整列（前輪をスタートライン内側）する。

●右手をヘルメットにつけスタート合図を待つ。

●日章旗を地面から上に振り上げ、スタート合図とする。
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※スタートの台数は、各主催者が決定する。また、スターティングマシンを使用して行なわれる場合もある（公式通

知・大会特別規則に則る）。

6．適用される規則

2025年国内競技規則付則18-2 50ccクラスの仕様についてと併せて各大会特別規則を厳守しなければならない。

また、ゼッケンについては付則17 モトクロス基本仕様を適用する。

なお、各大会にて行われるライダーズブリーフィングには、保護者1名とライダー本人が必ず出席すること。

7．ピットクルーの登録について

PCライセンスで出場される場合、ライダーとともにライセンスに登録されている保護者1名をピットクルーとして登

録することができる。MXジュニアライセンスで出場するライダーのピットクルーを登録する場合は、ピットクルー

ライセンス所持者でなければならない。ピットクルーの登録人数は、1ライダーにつき最大2名までとする。

8．ポイントの管理と賞典

適用されるポイントスケールは、各地区大会特別規則に則る。

①Aクラス（国内メーカー車両）、Bクラス（外国メーカー車両・上記の電動車）それぞれのクラスでポイントが管理

され、年間で最も多くポイントを獲得したAクラスの選手1名、Bクラスの選手1名を地区シリーズチャンピオンと

する。

②ポイントで同点が発生した場合、全日本ランキング決定基準を参考に、優勝回数の多い者を優先、優勝が同回数の

場合は、2位の回数の多い者、2位が同回数の場合は3位の回数……として優先順位を決定する。

③万一、不成立や中止により開催された競技会またはクラスが、開催予定数の50％未満となった場合は、シリーズチ

ャンピオンとして認定されない。

④他地区とチャンピオンが重複した場合でも、次点の選手の繰り上げはしない。

9．「レース成立とポイント付与の条件」について

①レース結果の表し方

●チャイルドクロスは、Aクラス／Bクラスの車両が混走し、レース結果はAクラスの順位、Bクラスの順位を分

別し、それぞれ別に発表する。

●Aクラス／Bクラスそれぞれのレース結果順位に合致したポイントが与えられる。

例①

Aクラス／Bクラスが3台混走し、総合でAクラス選手が1・3位、Bクラス選手が2位であっても、Aクラスのレ

ース結果として1～2位、Bクラスのレース結果として1位と反映する。

ただし、この場合、Aクラスには1位と2位に該当するポイントが与えられるが、Bクラスはポイント対象外とな

る（ポイントのつけ方は、③を参照のこと）。

②レース成立

●チャイルドクロスは、Aクラス／Bクラスの車両が混走し、合計で2台以上（2台含む）の出場台数があれば、レ

ースは成立と見なす。

例②

Aクラス1台、Bクラス1台（計2台）の出場台数があれば、当該競技会のチャイルドクロスのレースは成立と見

なす。（2015年度から最低出走台数の規定が2台以上で成立することに改訂した）

③ポイント管理

●ただし、Aクラス／Bクラス、それぞれに2台以上（2台含む）の出場台数がなければ、シリーズポイントランキ

ングは対象外となる（つまり、例②の場合、合計2台なのでレースは開催されるが、Aクラス／Bクラス、各1台

の為、それぞれのポイントは付かない…※シリーズランキング上は、“不成立”の扱いとなる）。

●シリーズランキングにおいて、開催予定数の50％以上が成立しなかったクラスは、シリーズチャンピオンとして

認定されない。
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●ポイントは、レース結果ごとに、地区特別規則で定められたポイントスケールを基準とし、Aクラス／Bクラス、

それぞれのランキングを分別し、シリーズで管理する。

例③

Aクラス車両3台、Bクラス車両1台（計2台）の出場台数の場合は、Aクラスは2台以上の為ポイントランキン

グの対象となるが、Bクラスは1台の為、ポイントランキングの対象外となる。



（フラッグ寸法：約 60cm×75cm）（フラッグ寸法：約 60cm×75cm）

赤旗（レッドフラッグ）
競技中断
すべてのライダーは最大
限の慎重さと注意をもっ
て必ず、その周にピットイ
ンしなければならない。

赤旗（レッドフラッグ）
競技中断
すべてのライダーは低速
で最大限の慎重さと注意
を持ってスタートゲートに
戻る。

緑旗（グリーンフラッグ）
レーススタート時におけ
るコースクリアを示す。ま
たエンジン始動の合図
に使用される場合があ
る。

黄旗（イエローフラッグ）
静止：次のフラッグポスト

で黄旗振動が提示さ
れている。

振動：転倒・事故発生場所
の直前フラッグポス
トであることを示す。

レッドクロス旗（救護旗）
静止：コース上で救護活動が
行われていることを示す。（コ
ントロールライン上で表示）
振動：この先で救護活動が
行われていることを示す。
最大限の注意を払い救護現
場を通過する。

レーススタート
（通常シグナルで示す：
レッドライト消灯）

レーススタート
（スターティングマシンで
行う場合がある）

オイル・水またはその他、
この付近のコースにす
べりやすい地点あり。

赤ストライプ付黄旗

青旗（ブルーフラッグ）
警告、ラップされようとし
ている。

青旗＋チェッカーフラッグ

青旗（ブルーフラッグ）
後方よりペースの速い
車両が接近し、追い越
される状態にある。

青旗＋チェッカーフラッグ
 トップのライダーはチェッ
カーを意味するが、直前を
走るライダーはもう1 周し
なければならない。

チェッカーフラッグ

チェッカーフラッグ

黒旗（ブラックフラッグ）＋黒地に白文字のサインボード
サインボードで示された
番号の競技車両は速や
かにピットインする。

レースナンバー（ナンバープレート色見本）

緑旗（グリーンフラッグ）
レーススタート時におけ
るコースクリアを示す。ま
たエンジン始動の合図
に使用される場合があ
る。 I

ボード

黒旗（ブラックフラッグ）＋黒地に白文字のサインボード
サインボードで示された
番号の競技車両は速や
かにピットインする。I

ボード

国旗 国旗

ジャンプスタートボード
サインボードで示された番
号の競技車両は、ジャン
プスタートにより競技結
果に15秒加算される。

JUMP START
+15 SECONDS

ボード

フラッグは振動提示される（一部除く）
（フラッグ寸法：80cm×100cm）

国旗
レーススタート

（通常シグナルで示す：
レッドライト消灯）

緑旗（グリーンフラッグ）
・ コース規制の解除ならびに、提

示ポストから黄旗の解除を示す。
・ レース以外の走行の1周目に

各ポストで表示される。
・ ウォームアップラップのスター

ト合図。

雨以外の理由でコース表
面が滑りやすい状態。（オ
イルや落下物がある可能
性も含む）

赤ストライプ付黄旗

コース上のこの付近にお
いて、雨が降り始めたこと
を示す。
この雨が路面状況に影
響を及ぼしている可能性
もある。

レッドクロス（赤い斜め十字の入った白旗）

青旗（ブルーフラッグ）
後方よりペースの速い車
両が接近し、追い越される
状態にある。

チェッカーフラッグ
レースまたはプラクティス
セッション（公式予選等）
の終了。

青旗＋チェッカーフラッグ
ファイナルラップにフィニッシュラ
インの手前でトップライダーの直
前に他のライダーが走行している
場合、トップのライダーはチェッ
カーを意味するが、直前を走るラ
イダーはもう1 周することを示す。

ファイナルラップにフィニッシュラ
インの手前でトップライダーの直
前に他のライダーが走行している
場合、トップのライダーはチェッ
カーを意味するが、直前を走るラ
イダーはもう1 周することを示す。

黄旗（イエローフラッグ）

白旗（ホワイトフラッグ）
前方の救急車両等の介
入車両に遭遇することを
示す。白旗表示位置から
介入車両を追い越すまで
他のライダーの追い越し
禁止。

赤旗（レッドフラッグ）
競技中断
すべてのライダーは最大
限の慎重さと注意をもっ
て必ず、その周にピットイ
ンしなければならない。

ライドスルーボード
当該ライダーは、レース中、ピット
レーンを通過するよう指示される。
途中、停止することは認められな
い。通過後、当該ライダーはレー
スに復帰することができる。
ライダーはピットレーン速度制限
を遵守しなくてはならない。

セーフティーカー介入による
レースの非競技化（注意・
減速・追い越しは禁止）
指示された車両以外セーフ
ティーカーの追い越し禁止。
1 列で走行すること。

黄旗＋白地に黒文字のSCボード

SC
ボード

黒旗（ブラックフラッグ）＋黒地に白文字のサインボード
当該ライダーに速やかに
ピットインの指示を示す。

I
ボード

サインボードで示された番号
の競技車両は、対象者自身、
及び他のライダーに危険を及
ぼす可能性があり、速やかに
コースから離脱し、安全な場
所に停止しなければならない。

3
ボード

オレンジボール旗＋黒地に白文字のサインボード

白黒斜分割旗
静止
前方にスロー走行車両が
あることを示す。
振動
前方のスロー走行車両と走行
ラインが重なる可能性を示す。

ゼッケンナンバー書体例

数字の字体は、Futura Heavyを基準とするゴシック体とする。また影つき数字などは認められない。

・前方コース及びコースサイドに障害物や
その他危険な状態であることを示す。
1本振動：コースサイドに危険な状態
を予告
2本振動：コース上に走行を妨げる危
険性の予告

・減速、停止準備、追い越し禁止。

下記を基準とした書体とする。

最低寸法：タテ235ｍｍ×ヨコ285mm
4の頂点を
離さない

S3

3 I
S2

4 I

I2
S1 OPENS1 PRO

25

ナショナルAクラス

25
ナショナルBクラス

49
インターナショナルBクラス

68

ウィメンズクラス

7 IWW インターナショナルAクラス

3 I

全日本クラス

寸法：原則タテ150ｍｍ以上×ヨコ175mm以上
国内A級

53
国内B級

4 I
レディース

I I
ジュニア

3 I
国際B級

64
T.NIPPON

国際A級

75
T.NIPPON T.NIPPON

国際A級スーパークラス

8
T.NIPPON

国内A級

56
国内B級

34
レディース

19

（承認）キッズ65cc

3 I
（承認）チャイルドクロス

I I
ジュニアクロス

I 2

IA１（国際A級）

90
国際B級

2 I
IA２（国際A級）

78
JSB1000

25

J-GP3

12
ナショナル

50

ST1000

34

インターナショナル

68

寸法：タテ200mm×ヨコ275mm
注：タテ×ヨコの数字はナンバープレートの寸法。

※すぐに停止できる速度で救護活動場所を通過すること

黄旗（イエローフラッグ）
振動：速度を大幅に減速、

停止準備、追い越し
禁止、大幅に減速し
てジャンプを通過する。

公式シグナル（下記は参考であり、詳細は各種目別規則が適用される。）

3 I
ボード

RIDE THROUGH

下記を基準とした書体とする。

4

ST600

I 9

※振動～転倒事故区間を過ぎるまでの区
　間を適用範囲とする。

JP250

速度を大幅に減速、停止準備、追い越し禁
止、大幅に減速してジャンプを通過する。
※「振動提示～転倒・事故発生場所を完全に通

過するまで」を制限の適用区間とする

レースまたはプラクティ
スセッション（公式予選
等）の終了。

レースまたはプラクティ
スセッション（公式予選
等）の終了。



（フラッグ寸法：約 60cm×75cm）（フラッグ寸法：約 60cm×75cm）

赤旗（レッドフラッグ）
競技中断
すべてのライダーは最大
限の慎重さと注意をもっ
て必ず、その周にピットイ
ンしなければならない。

赤旗（レッドフラッグ）
競技中断
すべてのライダーは低速
で最大限の慎重さと注意
を持ってスタートゲートに
戻る。

緑旗（グリーンフラッグ）
レーススタート時におけ
るコースクリアを示す。ま
たエンジン始動の合図
に使用される場合があ
る。

黄旗（イエローフラッグ）
静止：次のフラッグポスト

で黄旗振動が提示さ
れている。

振動：転倒・事故発生場所
の直前フラッグポス
トであることを示す。

レッドクロス旗（救護旗）
静止：コース上で救護活動が
行われていることを示す。（コ
ントロールライン上で表示）
振動：この先で救護活動が
行われていることを示す。
最大限の注意を払い救護現
場を通過する。

レーススタート
（通常シグナルで示す：
レッドライト消灯）

レーススタート
（スターティングマシンで
行う場合がある）

オイル・水またはその他、
この付近のコースにす
べりやすい地点あり。

赤ストライプ付黄旗

青旗（ブルーフラッグ）
警告、ラップされようとし
ている。

青旗＋チェッカーフラッグ

青旗（ブルーフラッグ）
後方よりペースの速い
車両が接近し、追い越
される状態にある。

青旗＋チェッカーフラッグ
 トップのライダーはチェッ
カーを意味するが、直前を
走るライダーはもう1 周し
なければならない。

チェッカーフラッグ

チェッカーフラッグ

黒旗（ブラックフラッグ）＋黒地に白文字のサインボード
サインボードで示された
番号の競技車両は速や
かにピットインする。

レースナンバー（ナンバープレート色見本）

緑旗（グリーンフラッグ）
レーススタート時におけ
るコースクリアを示す。ま
たエンジン始動の合図
に使用される場合があ
る。 I

ボード

黒旗（ブラックフラッグ）＋黒地に白文字のサインボード
サインボードで示された
番号の競技車両は速や
かにピットインする。I

ボード

国旗 国旗

ジャンプスタートボード
サインボードで示された番
号の競技車両は、ジャン
プスタートにより競技結
果に15秒加算される。

JUMP START
+15 SECONDS

ボード

フラッグは振動提示される（一部除く）
（フラッグ寸法：80cm×100cm）

国旗
レーススタート

（通常シグナルで示す：
レッドライト消灯）

緑旗（グリーンフラッグ）
・ コース規制の解除ならびに、提

示ポストから黄旗の解除を示す。
・ レース以外の走行の1周目に

各ポストで表示される。
・ ウォームアップラップのスター

ト合図。

雨以外の理由でコース表
面が滑りやすい状態。（オ
イルや落下物がある可能
性も含む）

赤ストライプ付黄旗

コース上のこの付近にお
いて、雨が降り始めたこと
を示す。
この雨が路面状況に影
響を及ぼしている可能性
もある。

レッドクロス（赤い斜め十字の入った白旗）

青旗（ブルーフラッグ）
後方よりペースの速い車
両が接近し、追い越される
状態にある。

チェッカーフラッグ
レースまたはプラクティス
セッション（公式予選等）
の終了。

青旗＋チェッカーフラッグ
ファイナルラップにフィニッシュラ
インの手前でトップライダーの直
前に他のライダーが走行している
場合、トップのライダーはチェッ
カーを意味するが、直前を走るラ
イダーはもう1 周することを示す。

ファイナルラップにフィニッシュラ
インの手前でトップライダーの直
前に他のライダーが走行している
場合、トップのライダーはチェッ
カーを意味するが、直前を走るラ
イダーはもう1 周することを示す。

黄旗（イエローフラッグ）

白旗（ホワイトフラッグ）
前方の救急車両等の介
入車両に遭遇することを
示す。白旗表示位置から
介入車両を追い越すまで
他のライダーの追い越し
禁止。

赤旗（レッドフラッグ）
競技中断
すべてのライダーは最大
限の慎重さと注意をもっ
て必ず、その周にピットイ
ンしなければならない。

ライドスルーボード
当該ライダーは、レース中、ピット
レーンを通過するよう指示される。
途中、停止することは認められな
い。通過後、当該ライダーはレー
スに復帰することができる。
ライダーはピットレーン速度制限
を遵守しなくてはならない。

セーフティーカー介入による
レースの非競技化（注意・
減速・追い越しは禁止）
指示された車両以外セーフ
ティーカーの追い越し禁止。
1 列で走行すること。

黄旗＋白地に黒文字のSCボード

SC
ボード

黒旗（ブラックフラッグ）＋黒地に白文字のサインボード
当該ライダーに速やかに
ピットインの指示を示す。

I
ボード

サインボードで示された番号
の競技車両は、対象者自身、
及び他のライダーに危険を及
ぼす可能性があり、速やかに
コースから離脱し、安全な場
所に停止しなければならない。

3
ボード

オレンジボール旗＋黒地に白文字のサインボード

白黒斜分割旗
静止
前方にスロー走行車両が
あることを示す。
振動
前方のスロー走行車両と走行
ラインが重なる可能性を示す。

ゼッケンナンバー書体例

数字の字体は、Futura Heavyを基準とするゴシック体とする。また影つき数字などは認められない。

・前方コース及びコースサイドに障害物や
その他危険な状態であることを示す。
1本振動：コースサイドに危険な状態
を予告
2本振動：コース上に走行を妨げる危
険性の予告

・減速、停止準備、追い越し禁止。

下記を基準とした書体とする。

最低寸法：タテ235ｍｍ×ヨコ285mm
4の頂点を
離さない

S3

3 I
S2

4 I

I2
S1 OPENS1 PRO

25

ナショナルAクラス

25
ナショナルBクラス

49
インターナショナルBクラス

68

ウィメンズクラス

7 IWW インターナショナルAクラス

3 I

全日本クラス

寸法：原則タテ150ｍｍ以上×ヨコ175mm以上
国内A級

53
国内B級

4 I
レディース

I I
ジュニア

3 I
国際B級

64
T.NIPPON

国際A級

75
T.NIPPON T.NIPPON

国際A級スーパークラス

8
T.NIPPON

国内A級

56
国内B級

34
レディース

19

（承認）キッズ65cc

3 I
（承認）チャイルドクロス

I I
ジュニアクロス

I 2

IA１（国際A級）

90
国際B級

2 I
IA２（国際A級）

78
JSB1000

25

J-GP3

12
ナショナル

50

ST1000

34

インターナショナル

68

寸法：タテ200mm×ヨコ275mm
注：タテ×ヨコの数字はナンバープレートの寸法。

※すぐに停止できる速度で救護活動場所を通過すること

黄旗（イエローフラッグ）
振動：速度を大幅に減速、

停止準備、追い越し
禁止、大幅に減速し
てジャンプを通過する。

公式シグナル（下記は参考であり、詳細は各種目別規則が適用される。）

3 I
ボード

RIDE THROUGH

下記を基準とした書体とする。

4

ST600

I 9

※振動～転倒事故区間を過ぎるまでの区
　間を適用範囲とする。

JP250

速度を大幅に減速、停止準備、追い越し禁
止、大幅に減速してジャンプを通過する。
※「振動提示～転倒・事故発生場所を完全に通

過するまで」を制限の適用区間とする

レースまたはプラクティ
スセッション（公式予選
等）の終了。

レースまたはプラクティ
スセッション（公式予選
等）の終了。



MFJ公認マークについて
ヘルメット（全種目）・レーシングスーツ（ロードレース／スーパーモト）は
MFJが公認したものでなければならない。

〈推奨〉�ヘルメットは使用頻度や保存状態で経年劣化に差が
あるが、使用開始後10年を経過した製品は使用し
ない事を推奨する。

　※下記のMFJ公認マークが貼付されている製品は、使用期限まで有効です。
　　期限が過ぎた製品は、競技会では使用できませんのでご注意下さい。

【ヘルメット】 【レーシングスーツ】

使用期限
2026年12月31日

使用期限
2031年12月31日

◆ 2017年規格

<スーパーモト専用＞

使用期限
2036年12月31日

■ 2022年規格公認 

公認 

公認 

<ロードレース用＞

旧規格

※�2027年から使用できません。


